
○
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号

平
成
十
一
年
総
務
庁
告
示
第
八
十
八
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
行
う
市
街
地
再
開

発
事
業
用
資
産
の
買
換
え
特
例
制
度
に
係
る
証
明
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

１

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
七
項
又
は
第
三
十
九
条
の

１

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
七
項
又
は
第
三
十
九
条
の

七
第
三
項
に
規
定
す
る
人
口
集
中
地
区
の
区
域
内
に
所
在
す
る
譲
渡
資
産
又
は
買
換
資
産
に
つ
い
て
租
税
特
別

七
第
三
項
に
規
定
す
る
人
口
集
中
地
区
の
区
域
内
に
所
在
す
る
譲
渡
資
産
又
は
買
換
資
産
に
つ
い
て
租
税
特
別

措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
第
四
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
又
は
第
二
十
二
条
の
七

措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
第
四
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
又
は
第
二
十
二
条
の
七

第
二
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
二
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

な
お
、
申
請
書
の
提
出
先
は
、
総
務
省
統
計
局
統
計
情
報
利
用
推
進
課
情
報
利
用
企
画
室
と
す
る
。

な
お
、
申
請
書
の
提
出
先
は
、
総
務
省
統
計
局
統
計
調
査
部
調
査
企
画
課
地
理
情
報
室
と
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

［別
記
様
式
略

］

［別
記
様
式
同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申
請
は
、
こ
の
告

示
に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
と
み
な
す
。


